
  職長教育は年に４回実施している講習です。今回
は講習会の中身をピックアップして紹介します。
　取り上げたのは、一日目に学ぶ内容で、  「部下の　
教育」・ 「職場の監督・指示」をするときに必要なスキ
ルや人間関係維持・リーダーシップの発揮などです。

　ある会合の懇親会。締めの挨拶の冒頭に「もういいでしょう！」と言われました。一瞬、何のことかと気が付 　指示は安易に変更しない。相手の理解度を確認し
きませんでしたが、コロナ感染防止対策の諸々の自粛について、水戸黄門風に、そろそろ撤廃してもいい て話をする。部下に仕事を任せる。などテキストの内
だろうということでした。 容に基づき説明をしますが、講師の個性を出しても
　新型コロナも ５月には「２類」から「５類」へ移行しますので、方向性としてはその通りだと思います。ただ、 いいところでは、推薦図書や格言・道歌などを引用
一気にすべて撤廃とも行きません。４月、５月は理事会・総会と重要な協会活動が予定されています。状況 して変化を持たしています。
を適宜 判断しながら対応していこうと思います。

『推薦図書』 ：　『人を動かす』　D・カーネギー。
　　読んだ人も多いと思いますが、人に好かれる六原則・人を説得する十二原則・幸福な家庭
　　をつくる七原則　などが　豊富な例をあげて書かれています。　講習時、要約した資料提供。

『教育の格言』 ：　「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ」　　ご存じですね。
　次年度の事業計画・予算を決定する時期を迎えました。例年、２月後半から３月上旬のこの時期に理事会を 　　じゃその続きは？　「話し合い 耳を傾け承認し 任せてやらねば 人は育たず」　さらに・・・・
開催して承認を得ています。昨年は「文書決済方式」により議決をいたしましたが、今回の理事会は理事・監 『道歌』 ：　かわいくば　五つ教えて　三つ褒め　二つ叱って　よき人となせ　（二宮尊徳）
事のみなさんに集合していただき、説明・質疑応答をへて承認をしていただきました。

　厚労省・福島労働局では令和５年度を初年度とする「第14次労働災害防止計画」の策定を進めており
　今回の理事会での主要な議題は「事業及び会計報告」 ます。その中で、「事業場における自発的な安全衛生対策に取り組む意識啓発」が重点事項の一つとし
と「事業計画及び予算審議」の２つで、より重要なのは事 て検討されています。
業計画と予算の承認であります。 　この取り組みの実効を上げるためには、関係団体との連携強化が必須であり、当須賀川労働基準協会
　協会の活動は大きく２つに区分されており、１つは「公、 に対しても下記の諸項目に関して協力要請が届いております。
益事業」で、もう１つは「収益事業」です。　公益事業とは 　これらの諸項目は当協会として年間活動計画に織り込むべき項目であり、それぞれの時期に改めてお
「須賀川地区安全衛生大会」の開催や 「安全週間及び 知らせをいたしますが、労働局・監督署との連携事業として計画しますのでご承知おきください。
衛生週間」説明会などの啓蒙活動と「教育講習」活動が　
該当し、協会の中心的な活動です。 １．全国安全週間（準備期間を含む）における取組
　収益事業は安全衛生図書用品の販売、健康診断機 （１）会員事業場に「安全週間」への理解を深めてもらう。
関との連携、労働保険事務組合事業です。 （２）監督署と協力し合い「安全パトロール」を実施
　令和５年度の事業も基本的には例年と同様の事業を　 （３）安全講習会等の実施
計画しておりますが、令和５年度は 『福島県産業安全 （４）安全週間にふさわしい行事等の実施
衛生大会』の須賀川市での開催という大きな事業が加 ２．全国衛生週間（準備期間を含む）における取組
わります。 （１）会員事業場に「衛生週間」への理解を深めてもらう。
　予算面は計画された事業と令和４年度の決算見通し （２）～（４）　　基本的に「安全週間」と同様の活動
を考慮して収入・支出を計上しました。 ３．新たな化学物質規制に関する啓発
　なお、４月には総会前に理事会を開催し、事業実績  化学物質規制に関する法令が改正され、令和５年４月１日または令和６年４月１日から施行さ
・決算を報告し、承認を得て、総会開催の準備を整え れます。この改正は重要な改正であり、製造業者だけでなく取り扱う業者、譲渡提供する業者
ます。 も関係するので、広く会員事業場に対して説明会の開催が必要である。

  労働安全衛生法における「リスクアセスメント」の位置づけは 　 昨年４月、１０月に続き　令和５年４月１日から「雇用保険料」が上がります。
大変重いものがあります。 事業場における実施が努力義務と 詳細は今月の定期資料送付時に同封した「令和５年度雇用保険料率のご案内」をご覧ください。
されており、 特定化学物質を取り扱う事業場では  ”義務” と
なっております。
　組織的な活動が求められるリスクアセスメントは事業場内に 　 今後の事業予定をお知らせいたします。４月の理事会、５月の総会については現時点では未確定の状況
推進役を担う人がいないと、  活動の活発化や定着が難しい ではありますが、できるだけ早急に開催の有無、日程の確保等をしたいと思います。
かもしれません。
　そのような事業場、社員の方々を対象に講習会を開催して ３月２７日 　福島労働局：災害防止団体連絡会議　　福島県労働基準協会連絡会議
おります。「リスクアセスメントの法的な背景」「期待する効果」 ３月３１日（火） 　監督官庁である福島県へ「公益社団法人」として、令和５年度事業計画・予算報告
「実施手順」などを説明し、例題をもとにグループで、 リスクア　 ４月１１日（火） 　監査（決算及び業務監査）
セスメントを実施していただきます。 ４月１４日（金） 　新入社員教育
　半日の講習で、基本から実施手順までを学べる講習です。 ４月１８日（火） 　理事会（総会に向けて、事業報告・決算報告　承認）
知識の整理、復習を兼ねて気楽に受講をご検討ください。 ５月１１日・１２日 　職長教育

５月１８～２１日 　玉掛技能講習
＜リスクアセスメントで改善検討＞ ５月２５日（木） 　総会（令和４年度の事業報告・決算報告）

＜リスクアセスメント基礎講習開催　（2月10日）＞

＜理事会での会長挨拶＞

　【職長教育　教材+α】

＜職長教育開催　（2月21日/22日）＞

【今後の協会事業活動の予定】　　　

【２月の協会活動】

＜　安全衛生対策の周知に関する協力要請　　　福島労働局より　＞
＜令和４年度の事業計画・予算の基本＞

＜「理事会」（事業計画・予算審議）開催　　　２月２０日　＞

＜職長教育＞

【令和５年度　雇用保険料が変わります】　　　

協会 HP に 記事関連情報の詳細を掲載いたします


